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１ 行為制限の解除に伴う生産緑地地区の変更 

（１）生産緑地地区の概要 

地 区 所 在 面 積 告示日 

第 １ 号 大字脚折字上向 約０．６６ｈａ 平成４年１２月９日 

第２３号 大字上広谷字在家 約０．２４ｈａ 平成４年１２月９日 

第２６号 大字五味ヶ谷字子ノ神 約０．１９ｈａ 平成４年１２月９日 

第３２号 大字下新田字一本松 約０．１２ｈａ 平成４年１２月９日 

 

（２）生産緑地地区の変更内容と変更理由 

地 区 変更内容 面 積 変更理由 

第 １ 号 
面積及び

区域変更 
約０．４３ｈａ 

生産緑地法第１０条第１項の規定に基づき、都市計画の告示

日から３０年が経過し、所有者から市に対して生産緑地の買

取りの申出があった。同法第１４条の規定に基づき、地区の一

部について、行為制限が解除されたため。 

第２３号 

廃止 

 生産緑地法第１０条第１項の規定に基づき、都市計画の告示

日から３０年が経過し、所有者から市に対して生産緑地の買

取りの申出があった。同法第１４条の規定に基づき、行為制

限が解除されたため。 

第２６号  

第３２号  

 

【位置図】 

赤：行為制限が解除された生産緑地 

第１号（大字脚折字上向）           第２３号（大字上広谷字在家）         第２６号（大字五味ヶ谷字子ノ神）       第３２号（大字下新田字一本松） 
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２ 土地区画整理事業施行区域内の生産緑地地区の変更 

（１）生産緑地地区の概要 

地 区 所 在 面 積 告示日 

第１５号 大字中新田字東山 約０．０５ｈａ 平成４年１２月９日 

第１６号 大字中新田字東山 約０．１１ｈａ 平成４年１２月９日 

第１７号 大字中新田字東山 約０．０５ｈａ 平成４年１２月９日 

第２０号 大字上広谷字北番田 約０．０７ｈａ 平成４年１２月９日 

第３３号 大字下新田字一本松 約０．０８ｈａ 平成４年１２月９日 

  ※第３３号生産緑地地区は、特定生産緑地に指定されている。 

 

（２）生産緑地地区の変更内容と変更理由 

地 区 変更内容 面 積 変更理由 

第１５号 区域変更 約０．０５ｈａ 

土地区画整理事業の進捗に伴い、仮換地

の使用収益が開始されているため。 

第１６号 

面積及び 

区域変更 

約０．０７ｈａ 

第１７号 約０．０４ｈａ 

第２０号 約０．０５ｈａ 

第３３号 約０．０６ｈａ 

【位置図】 

緑：変更前の生産緑地 黄：変更後の生産緑地 

 第１５号、第１６号、第１７号(大字中新田字東山)  第２０号(大字上広谷字北番田) 

 

 

 

 

 

 

 

第３３号(大字下新田字一本松) 

 

 

 

 

 

 

３ 都市計画変更に係る手続き 

 

年 月 日 内  容 

令和５年１０月１０日 
県知事との協議 

※県知事より、１０月１２日付けで異存ない旨回答。 

令和５年１１月６日から 

令和５年１１月２０日まで 

都市計画法第１７条に基づく都市計画変更案の縦覧 

※縦覧者なし。意見書なし。 

令和５年１２月２１日 都市計画審議会へ諮問 

令和５年１２月下旬 

（予定） 
都市計画変更の告示 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


